
�愛媛県告示第１４６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

伊方町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１４６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

長浜町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

発 行 愛 媛 県

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 星 政 人 西宇和郡伊方町川永田甲１０７１番地

〃 池 田 六 郎 西宇和郡伊方町二見甲２１００番地

〃 川 口 清二朗 西宇和郡伊方町湊浦９７７番地

〃 大 林 茂 樹 西宇和郡伊方町九町１番耕地５２５番地

〃 三 浦 秀 夫 西宇和郡伊方町中之浜３１０番地

〃 矢 野 武 年 西宇和郡伊方町大浜３９２番地

〃 松 本 亀 明 西宇和郡伊方町仁田之浜９６７番地

〃 藤 堂 唯 雄 西宇和郡伊方町河内２３９番地

〃 西 川 琢 郎 西宇和郡伊方町中浦甲１４９番地

〃 井 上 康 敬 西宇和郡伊方町豊之浦５３９番地

〃 清 水 健次郎 西宇和郡伊方町亀浦１６９番地

〃 三根生 繁 久 西宇和郡伊方町九町１番耕地１６８０番地
１

〃 高 野 清 秋 西宇和郡伊方町九町１番耕地４４０番地

〃 井 上 幹 峰 西宇和郡伊方町二見甲１４４１番地７

〃 神 山 勝 西宇和郡伊方町二見甲２８７９番地２

〃 三 浦 芳 郎 西宇和郡伊方町湊浦８８４番地４

〃 岩 西 啓 二 西宇和郡伊方町湊浦６９３番地

監 事 是 沢 邦 久 西宇和郡伊方町湊浦１０３２番地

〃 山 本 完 治 西宇和郡伊方町小中浦甲６０２番地

〃 兵 頭 武 西宇和郡伊方町伊方越７０２番地

〃 田 淵 政 喜 西宇和郡伊方町九町１番耕地９５６番地

〃 藤 岡 政 利 西宇和郡伊方町二見乙１６８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 星 政 人 西宇和郡伊方町川永田甲１０７１番地

〃 井 上 弘 文 西宇和郡伊方町豊之浦５７２番地

〃 池 田 六 郎 西宇和郡伊方町二見甲２１００番地

〃 中 村 修 也 西宇和郡伊方町二見甲３０５３番地

〃 山 本 完 治 西宇和郡伊方町小中浦甲６０２番地

〃 得 能 嘉 昭 西宇和郡伊方町九町１番耕地９１５番地

〃 大 黒 文 一 西宇和郡伊方町大浜２８６番地

〃 井 関 睦 彦 西宇和郡伊方町伊方越３８４番地

〃 門 田 寛治郎 西宇和郡伊方町中之浜６２８番地４

〃 中 田 菊 美 西宇和郡伊方町湊浦９０２番地２

〃 長 野 光 信 西宇和郡伊方町河内７８３番地

〃 井 上 幹 峰 西宇和郡伊方町二見甲１４４１番地７

〃 中 元 清 吉 西宇和郡伊方町仁田之浜１２５０番地１

〃 門 田 幾 光 西宇和郡伊方町九町１番耕地１５２８番地

〃 桝 田 佳 明 西宇和郡伊方町九町１番耕地５６９番地

〃 兵 頭 大 市 西宇和郡伊方町伊方越１１６７番地

〃 清 水 三 博 西宇和郡伊方町小中浦２４番地１

監 事 増 原 孝 正 西宇和郡伊方町中浦甲１１２番地

〃 向 井 愛 英 西宇和郡伊方町亀浦５７６番地

〃 田 淵 政 喜 西宇和郡伊方町九町１番耕地９５６番地

〃 高 岳 一 幸 西宇和郡伊方町二見乙１３８番地

〃 廣 瀬 秀 晴 西宇和郡伊方町湊浦１９８５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 丸 山 壽 一 大洲市長浜甲４９１

毎週（火・金）曜日発行 第１８０２号 平成１８年１０月１０日

平成１８年１０月１０日火曜日 第１８０２号

愛 媛 県 報

８６９
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�愛媛県告示第１４６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西条市小松町新屋敷地域に係る県営土地改良事業計画を変更

したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に

より、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・半吉谷地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年１０月１１日から１１月８日まで

３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所
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�愛媛県告示第１４６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定により、道

路と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり

協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び西条地方局建設部に備え置いて縦

覧に供する。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

一般県道石鎚丹原線

２ 他の工作物の名称

妙之谷川砂防設備

３ 兼用工作物の位置

西条市小松町石鎚字湯浪３８０６番３から同字３７９９番４まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

砂防設備管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市一番町４丁目４番地２

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市一番町４丁目４番地２

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。以下同

じ。）、改築、維持又は修繕は、道路専用施設（路面（路盤ま

での部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道

路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）につい

て道路管理者が、当該施設以外の部分については、砂防設備管

理者が行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は、次の各号に掲げる者が行うものと

する。ただし、第１号又は第２号に掲げる場合においても、特

に緊急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度協議

して定めるところにより、砂防設備管理者又は道路管理者がこ

れを行うものとする。

一 もっぱら道路専用施設に係る場合 道路管理者

二 もっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合

砂防設備管理者

� 前２項の規定によるほか、砂防法、愛媛県砂防指定地管理条

例又は同法に基づく命令の規定による兼用工作物の管理は砂防

設備管理者が、道路法又は同法に基づく命令の規定による兼用

工作物の管理は道路管理者が行うものとする。

６ 管理の期間

平成１８年１０月１０日から当該路線を廃止する日又は砂防設備の公

用を廃止する日まで

�愛媛県告示第１４６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 西 田 洋 一 大洲市長浜町大字下須戒甲１９４５

〃 菊 地 儀 明 大洲市豊茂甲１０１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久良城辺線
南宇和郡愛南町御荘平城４６４６番２から

同町御荘平城４６９６番地先まで

旧 ９．８～１４．２ ０．１００

新 １４．４～３５．０ ０．０９９

〃 〃
南宇和郡愛南町御荘平城４６９６番地先から

同町御荘平城３７２１番１地先まで

旧 ３．０～２４．０ ０．８９０

新 ３．０～２４．０
１１．３～５４．０

０．８９０
０．５８８

〃 〃
南宇和郡愛南町御荘平城３７２１番１地先から

同町御荘平城３７２３番３地先まで

旧 ３．０～３５．５ ０．６２７

新 ３．０～３５．５
１６．２～３０．６

０．６２７
０．０６４

愛 媛 県 報平成１８年１０月１０日 第１８０２号

８７０
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選挙管理委員会告示

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７０号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年１０月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県選挙管理委員会告示第３６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋４３６番２から

同町油袋４８１番３まで

旧 ６．６～８．９ ０．０７６

新 ３８．２～５２．０ ０．０７６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋４３６番２から

同町油袋４８１番３まで
平成１８年１０月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字吉野２１５７番から

同大字１０番２まで

旧 ６．０～３０．５ １．８４３

新 ６．０～３０．５
１０．９～５９．２

１．８４３
１．３００

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

免許台帳ファイリングネットワ－ク
システム一式の借上げ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１８年９月２７日
日本電子計算機株式会
社
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

１，２５１，６００円
（月額） 一般競争入札 平成１８年８月１８日

愛 媛 県 報平成１８年１０月１０日 第１８０２号

８７１
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

かとうふみお後援会 難波江 春 雄 加 藤 以都美 新居浜市大生院２０３４ 平成１８年７月１１日

自由民主党愛媛県西予市第二支部 池 田 忠 幸 兵 頭 武 西予市野村町野村１２―４４ 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県西条市第二支部 玉 井 実 雄 大 平 達 臣 西条市丹原町高松甲９７４ 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県宇和島市第三支部 赤 松 泰 伸 谷 脇 利 夫 宇和島市津島町上畑地甲１５０２ 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県伊予郡第二支部 住 田 省 三 鷲 野 共次郎 伊予郡松前町南黒田１２０ 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県大洲市第一支部 谷 本 永 年 谷 本 みどり 大洲市平野町野田１３ 平成１８年７月１８日 政党の支部

神野けいじ後援会 神 野 敬 二 秦 昭 一 新居浜市大生院５８３－２ 平成１８年８月１日

佐々木泉後援会 坂 東 啓 司 西 井 直 人 松山市立花１－３－４４ 平成１８年８月２８日

梶谷大治後援会 堀 田 喜一郎 菊 川 恵 子 八幡浜市産業通り７－１１ 平成１８年９月４日

西原司とみんなでダッシュの会 福 田 夏 樹 新 田 恭 子 新居浜市田の上２－５－２２ 平成１８年９月４日

石川みのる後援会 高 橋 克 麿 中 田 晃 新居浜市新須賀町１－８－２９ 平成１８年９月６日

南予と県政を結ぶ会 池 田 惣 子 池 田 米 馬 宇和島市柿原１０２２－８ 平成１８年９月１９日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

西条一心の会 代 表 者 玉 井 敏 久 渡 辺 良 一 平成１８年７月５日

自由民主党愛媛県ときわ
会支部 代 表 者 湯 浅 計 次 中 村 勝 弘 平成１８年７月５日 政党の支部

会 計 責 任 者 中 村 勝 弘 白 石 務

二宮まさお後援会 会 計 責 任 者 二 宮 雅 男 河 野 陽 三 平成１８年７月７日

えひめ民社協会今治総支
部 会 計 責 任 者 平 塚 忠 敏 二 宮 英 治 平成１８年７月１０日

泉信也愛媛県陸運後援会 代 表 者 佐 伯 要 森 本 惇 平成１８年７月１０日

藤野公孝愛媛県陸運後援
会 代 表 者 佐 伯 要 森 本 惇 平成１８年７月１０日

自由民主党愛媛県陸運支
部 代 表 者 佐 伯 要 森 本 惇 平成１８年７月１０日 政党の支部

武智教男後援会（誠山会） 代 表 者 武 智 教 男 佐 伯 善 男 平成１８年７月１１日

自由民主党愛媛県東温市
第一支部 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県東温市第一支部 自由民主党愛媛県温泉郡第一支部 平成１８年７月１８日 政党の支部
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

自由民主党愛媛県今治市
第四支部 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県今治市第四支部 自由民主党愛媛県越智郡第一支部 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県宇和島
市第四支部 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県宇和島市第四支

部
自由民主党愛媛県北宇和郡第二支
部 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県西条市
第三支部 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県西条市第三支部 自由民主党愛媛県東予市第一支部 平成１８年７月１８日 政党の支部

自由民主党愛媛県松山市
第八支部 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県松山市第八支部 自由民主党愛媛県北条市第一支部 平成１８年７月１８日 政党の支部

かん秀次郎後援会 主たる事務所の所在地 新居浜市磯浦町１０－８ 新居浜市新田町２－２－５１ 平成１８年７月２４日

自由民主党松山支部連合
会 会 計 責 任 者 一 橋 邦 雄 渡 辺 英 規 平成１８年７月２４日 政党の支部

越智利典後援会（通称典
友会） 代 表 者 越 智 薫 越 智 宜 弘 平成１８年８月２日

自由民主党東予市支部 主たる事務所の所在地 西条市三芳９４７－２ 西条市旦之上５６５ 平成１８年９月４日 政党の支部

代 表 者 茎 田 元 近 越 智 宏 司

自由民主党愛媛県宅建支
部 代 表 者 武 井 建 治 馬喰田 高 年 平成１８年９月４日 政党の支部

会 計 責 任 者 高須賀 紀 正 玉 井 元 二

中田広後援会 政 治 団 体 の 名 称 中田広後援会 中田広を囲む会 平成１８年９月１５日

代 表 者 清 水 雅 文 浜 田 博 文

原しゅんじ後援会 主たる事務所の所在地 松山市土居田町２２９－４ 松山市保免中１－２－３ 平成１８年９月１９日

三好幹二後援会 代 表 者 是 澤 重 憲 河 野 鐡 雄 平成１８年９月２６日

愛媛県商工連盟連合会大
洲支部 代 表 者 永 井 水 澄 桧 田 芳 文 平成１８年９月２７日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

今 井 久 代 後 援 会 村 上 健 一 平成１８年６月２８日

愛光武智教男後援会（光武会） 佐 伯 善 男 平成１８年７月１２日

自由民主党愛媛県越智郡第二支部 越 智 忍 平成１８年７月２１日

川 口 長 七 後 援 会 川 口 武 彦 平成１８年８月２５日

大 西 晃 二 後 援 会 越 智 市 郎 平成１８年８月２５日

河 野 行 雄 後 援 会 二 宮 定 俊 平成１８年８月３０日

西 予 市 を 共 に 育 て る 会 井 伊 敏 郎 平成１８年８月２０日

大 塚 功 後 援 会 角 藤 毅 平成１８年８月２０日

松 本 博 重 後 援 会 横 内 溥 平成１８年８月３１日

藤 田 高 景 後 援 会 藤 田 高 景 平成１８年９月１日

阪 本 壽 明 後 援 会 山 下 恵太郎 平成１８年９月５日

上 田 初 一 後 援 会 片 岡 鐡 男 平成１８年９月２１日

初 子 会 上 田 初 一 平成１８年９月２１日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県選挙管理委員会告示第４０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体から届出事項の異動の届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�愛媛県選挙管理委員会告示第４１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり資金管理団体の指定の取消し等の届出があった。

平成１８年１０月１０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 届 出 年 月 日

玉 井 敏 久 愛媛県議会議員 西条一心の会 松山市湊町６－６－２ 玉 井 敏 久 平成１８年７月５日

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

越智利典後援会 公 職 の 種 類 今治市議会議員 朝倉村長 平成１８年８月１日

野口仁後援会 公 職 の 種 類 愛媛県議会議員 衆議院議員 平成１８年９月７日

届出をした者の
氏名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名

資金管理団体で
なくなった旨の
届出年月日

藤 田 高 景 衆議院議員 藤田高景後援会 新居浜市新須賀町１－８－２９ 藤 田 高 景 平成１８年９月１日

上 田 初 一 松山市議会議員 初子会 松山市古三津５－１０－２８ 上 田 初 一 平成１８年９月２１日

平成１８年１０月１０日 発行
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